
桑名市告示第84号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条から第10条までの規定に基づき、次の市道の廃止及び変更を

する。 

なお、その関係図書は、桑名市役所社会基盤整備部土木管理課において、告示日から３週間一般の

縦覧に供する。 

令和８年３月27日 

                               桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

１ 廃止する路線 

路線番号 路線名 
起点 重要な 延長(ｍ) 

終点 経過地 幅員(ｍ) 

K153039 山之手門前通 1 号線 
大字東方字打上田173番１地先 

  
84.4 

大字東方字打上田116番１地先 4.2～4.3 

 

２ 変更する路線 

路線番号 路線名 
起点 重要な 延長(ｍ) 

終点 経過地 幅員(ｍ) 

K201001 西桑名西方線 

前 
大字東方字市之縄50番地先  

 

845.9 

梅園通34番地先 11.7～76.1 

後 
大字東方字市之縄40番２地先  

 

736.6 

梅園通34番地先 11.7～37.3 

K203004 堀江山ノ手通線 

前 
大字東方字打上田151番４地先  

 

302.2 

大字東方字城下1307番地先 2.3～10.1 

後 
大字東方字寺屋敷1359番地先  

 

27.6 

大字東方字寺屋敷1355番５地先 2.3 

 








